
地域移行における国の動向と本県の取組および学校部活動の地域連携・地域クラブ活動

への移行の全体像について 

 

１．地域移行における国の動向について 

少子化が進む中、将来にわたり生徒がスポーツ・文化芸術活動に継続して親しむことができる機

会を確保するため、有識者会議からの提言を踏まえ、国において「学校部活動及び新たな地域クラ

ブ活動等の在り方に関する総合的なガイドライン」が策定（R4．12.27） 

※国ガイドラインでは、R５～７を改革推進期間とし、地域の実情に応じて可能な限り早期の実現を

目指すとされた。また、当該期間の進捗状況等を勘案し、適宜必要な見直しを行うとされている。 

 

２．本県の取組について 

 

 

 

 

<令和 5 年度の取組> 

○８市町において実証事業を委託実施 

米原市・彦根市・長浜市・近江八幡市・東近江市・竜王町・豊郷町・多賀町 

○市町と課題等を共有し検討に資するため情報・意見交換会を実施（5 月） 

○県方針骨子案、今後の予定について「部活動の地域移行に関する検討会」において協議（6 月） 

○第１回 部活動の地域移行に関する協議会の開催（７月） 

県内大学・PTA 連絡協議会・市町教育長会等から新たな委員を加え、方針素案について協議 

   ○各市町の地域移行に向けた状況等調査（１０月） 

   〇市町向け「県 方針等説明会」をオンラインにて実施（10 月） 

   〇第２回 部活動の地域移行に関する協議会の開催（１１月） 

（今後の主な予定） 

今年度中   県「学校部活動の地域連携および地域クラブ活動への移行に向けた方針」の策定 

 

３．学校部活動の地域連携・地域クラブ活動への移行の全体像について 

 

学校部活動

指導者 ： 当該校の教員

参加者 ： 当該校の生徒

場 所 ： 当該校の施設

学校部活動の

地域連携
合同部活動の導入、部活動指導

員等により、活動機会を確保

指導者 ： 部活動指導員等、

関係校の教員

参加者 ： 当該校の生徒

場 所 ： 当該校の施設

新たな地域クラブ活動
（地域の多様な主体が実施）

地域の実情に応じ、

当面は併存

■少子化の中、

持続可能な

体制にする
必要

■地域の実情
に応じた

段階的な

取組

運営団体・
実施主体

地方公共団体、多様な組織・団体
（総合型地域ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ、ｽﾎﾟｰﾂ少年
団、ｽﾎﾟｰﾂ協会、競技団体、民間事業
者、文化・芸術団体、地域学校協働本
部、同窓会 等）

指 導 者 地域の指導者（教員兼職兼業含）

参 加 者 地域の生徒（他世代の参画を含む）

場     所
学校施設、社会教育施設、民間事業者
等が有する施設

R3 R4 R5 R6 R7 R8～

国
ガイドライン

策定（R4.12) （見直し）

県・市 実践研究
県・２市(米原・彦根）

改革推進期間 推進期間を

検証の上、

必要な取組
実証事業

県・８市町

地域移行の推進

（実証事業の成果、関係者等からの

意見を踏まえつつ推進）
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